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限りある資源を大切に�本紙はリサイクルによる、古紙からの再生パルプ（１００％）を使用しています。

　建設常任委員会（伊藤とも子委員長）は、平成１６年１０月１８日～

１９日に委員会の調査事項である「花と緑のまちづくり」について、

山形県東根市と寒河江市の行政を視察しました。

　東根市では、東根城跡周辺で施工された都市計画道路や公園の

整備計画策定の中で、住民の意向を反映させるため、住民との話

し合いや地元全世帯アンケート調査が実施されていました。天然

記念物である「東根大けやき」や樹齢約４００年の「大イチョウ」な

どが大切に保存され、調和のとれた景観となっていました。

　寒河江市では、「花・緑・せせらぎ推進課」を中心に“ガーデン

タウンさがえ”を目指したまちづくりを進めていました。「最上川

ふるさと総合公園」では、各小、中学校の児童・生徒や町内会に

ブース（土地）を割り当て、そこを自分たちでデザイン、植栽し、

さらにコンテストを実施し競い合うなど、工夫した運営が行われ

ていました。また、ハーブのふやしかた教室、寄せ植えや押し花

コンテストなど室内展示も盛んで、キッズコーナーでは親子が自

由に無料で利用できるようになっていました。
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付 議 事 件 の 審 議 結 果
結　　　果件　　　　　　　　　　名議案番号

認 定（１２／３）
承 認（１２／２２）
同 意（１２／３）
同 意（１２／３）
可 決（１２／２２）
可 決（１２／２２）
可 決（１２／２２）
可 決（１２／２２）
撤 回（１２／１３）
可 決（１２／２２）
可 決（１２／２２）

平成１５年度芦屋市各会計決算の認定
損害賠償の額を定めることについて
人権擁護委員の候補者の推薦につき議会の意見を求める
人権擁護委員の候補者の推薦につき議会の意見を求める
１．１７あしやフェニックス基金条例
芦屋市手数料条例の一部を改正する条例
市立地区集会所の設置及び管理に関する条例の一部改正
芦屋市都市公園条例の一部改正
芦屋市水道事業給水条例の一部改正
平成１６年度芦屋市一般会計補正予算（第３号）
精道小学校校舎等改築工事請負契約の締結
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議会の議決すべき事件を定める条例の制定について
自衛隊イラク派兵延長に反対し、撤退を求める意見書
平成１７年度地方交付税所要総額確保を求める意見書
公共工事での建設労働者の労働条件確保を求める意見書
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※議案番号欄「議提」とあるのは、議員提出議案。
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採 択（１２／８）
総　　　務

常任委員会

公共工事での建設労働者の労働条件確保を 

求める陳情
　８

採 択（１２／６）
建　　　設
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情
　９

※委員会審査の結果、採択・不採択の結論を得たものを掲載しています。

■平成１７年度地方交付税所要総額確保に関する意
見書
　平成１６年度政府予算においては、地方交付税及
び臨時財政対策債の大幅な削減により、地方財政
運営に支障を来たすとともに、地方の信頼関係を
損ねる結果となった。
　平成１７年度政府予算編成においては、平成１６年
度予算のような大幅な削減が行われることのない
よう、国は誠実に対応し、国と地方の信頼関係を
構築し、住民サービスの低下を来たさないように
すべきである。
　よって、本市議会は、国に対し、平成１７年度政
府予算編成に当たり、以下の事項を実現するよう
強く求めるものである。

記
１．昨年のような地方交付税等の大幅な削減によ
り、地方公共団体の財政運営に支障を来たすこ
とのないよう、平成１７年度の地方交付税総額は、
地方において必要とする額を確実に確保するこ
と。
２．税源移譲に伴い、財政力格差が拡大する財政
力の弱い地方公共団体に対しては、地方交付税
の財源調整・財源保障を強化して対応すること。
３．地方財政計画上の歳出と決算との乖離につい
ては、投資的経費と経常的経費の実態を踏まえ、
一体的に是正すべきであり、一方的な、不合理
な削減は絶対認められないこと。
　以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を
提出する。
提出先　衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、

内閣官房長官、郵政民営化・経済財政政
策担当大臣、総務大臣、財務大臣、経済
財政諮問会議

■公共工事における建設労働者の適正な労働条件
の確保を求める意見書
　建設現場で働く芦屋市内の労働者は約１，０００人、
市内の建設業者は約１５０社を数え、市内の経済活動
と雇用機会の確保に貢献している。
　しかし、建設業における元請と下請という重層
的な関係の中で、他の産業では常識とされる明確
な賃金体系が現在も確立されず、仕事量の変動が
直接、施工単価や労務費の引き下げとして建設労
働者の生活を不安定なものにしている。
　国においては、平成１３年２月に「公共工事の入
札及び契約の適正化の促進に関する法律」が施行
され、「建設労働者の賃金、労働条件の確保が適
切に行われること」という附帯決議が国会で行わ
れたが、諸外国では、公共工事に係る賃金の確保
等を定める法律、いわゆる「公契約法」の制定が
進んでいる。
　建設業を健全に発展させ、工事における安全や
品質の確保とともに、雇用の安定や技能労働者の
育成を図るためには、公共事業における新たなル
ールづくりが必要である。
　よって、国におかれては、下記の事項を実現さ
れるよう強く要望する。

記
１　公共工事において建設労働者の適正な賃金が
確保されるよう「公契約法」の制定を推進する
こと
２　「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に
関する法律」の附帯決議事項の実効ある施策を
実施すること
　以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を
提出します。
提出先　衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、

総務大臣、厚生労働大臣、国土交通大臣
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介
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　第３回定例会最終日に提案があり、継続審
査となっていました、平成１５年度芦屋市各会
計決算の認定議案は、１２月３日（金）の本会
議で、決算特別委員会の青木委員長から委員
会の審査結果の報告を受け、採決を行った結
果、賛成多数で認定しました。
　決算特別委員会で出された意見、要望等を
中心に概要をお知らせします。

花と緑のまちづくりについて調査しました　　　　　
 　　　　建設常任委員会が山形県東根市と寒河江市を行政視察 

東根市で東根市で


